
○釧路市中小企業基本条例 

平成 21 年 3 月 24 日 

釧路市条例第 19 号 

釧路市は、雄大な湿原、神秘の湖、深奥な森林を抱えた日本有数の自然の中にあ

りながら、古くから「くすり場所」として交易の拠点となり、経済的にも重要な

位置にあった。 

かつて幕末の探検家松浦武四郎はくすり場所を訪れたとき、「東蝦夷地第一の都

会たるべし」と将来の経済的な発展を予見した。以来 100 年有余の間に、武四郎

の言葉どおり、釧路市は幾多の先人たちが重ねた労苦を礎として、都市規模を拡

大し様々な産業を根付かせ、まちに灯あかりをともしてきた。 

釧路市は事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業は、雇用の

主たる受け皿であるばかりでなく、その迅速な経営判断と行動力をもって域内に

財を循環させる働き手として、すぐれた素材と技術をもって優位性のあるサービ

スを生み出すことで域外から貨幣を運んでくる稼ぎ手として、地元の人材を育成

し、様々な団体と連携して地元を育てるまちづくりの担い手として、地域情報の

送り手として、地域経済活性化の中核的な役割を担っている。 

一方、市民は、消費者として直接間接に中小企業の顧客となり経済循環の一翼を

担っており、中小企業と互恵関係にある経済主体であるととらえることができる。 

そこで、域内経済の状況に等しく影響を受ける企業と市民と行政が、地元への愛

着と郷土への誇りを胸に、地域経済活性化の核である中小企業の振興のための役

割を分担しつつ様々に連携し、その結果として財とサービスを生み、域内に循環

させるとともに域外からの財を獲得し、高齢者が安心して暮らせ、若者が挑戦す

る機会に満ちたまちとなるよう、釧路市がひとつとなって、先人が築いた礎に我々

と我々の子孫の努力をさらに重ねながら釧路市を幾世代にもわたって引き継ぎ、

発展させるべく、基本的な理念と方向性を示すため、この条例を制定する。 

(目的) 

第 1 条 この条例は、本市の中小企業に関する施策について、その基本理念、基

本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、市、中小企業者等、大企業者

及び市民の役割を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推

進し、もって地域経済の健全な発展及び市民生活の向上を図ることを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項各号に定

めるものでその事務所を市内に有するものをいう。 

(2) 協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第 3

条第 1 項各号に掲げる中小企業団体、商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)

第 2 条第 1 項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、生活衛生関

係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和 32 年法律第 164 号)第 3 条に規

定する生活衛生同業組合その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体で、

その主たる事務所を市内に有するものをいう。 

(3) 中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。 



(4) 大企業者 中小企業者以外の会社及び個人で事業を営むものをいう。 

(5) 市民活動団体 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第 2 条第 1 項に

規定する特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体で、その主たる事務

所を市内に有するものをいう。 

(6) 域内 本市を中心として経済変動の影響を共有する経済圏の区域をいう。 

(7) 域外 域内以外の区域をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければな

らない。 

(1) 財の域内における循環と域外からの獲得は、地域経済活性化のために不可欠な

車の両輪であり、それらの経済活動を進めるために中核としての役割を果たすの

は中小企業であること。 

(2) 中小企業者等の自主的な努力の結果である経営の革新、創業、経営基盤の強化

及び様々な環境への適応は、雇用の確保をもたらすことから、地域全体で中小企

業を支えることが重要であり、市、中小企業者等、大企業者及び市民は等しく地

域経済活性化の役割を担うべき主体であること。 

(市の役割) 

第 4 条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国や北

海道、市民や市民活動団体、中小企業者等その他の様々な主体と連携し、中小企

業の振興に関する自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施す

る役割を担うものとする。 

2 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留

意しつつ、中小企業者等の受注機会の増大に努めるものとする。 

(中小企業者等の役割) 

第 5 条 中小企業者等は、事業活動を行うに当たっては、経済的社会的環境の変

化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の

向上を図るよう努めるものとする。 

2 中小企業者等は、事業活動を行うに当たっては、域内における連携を重視するよ

う努めるものとする。 

3 中小企業者等は、基本理念に基づく市の施策に協力するよう努めるものとする。 

4 中小企業者等は、域内において生産され、製造され、又は加工される産品を取り

扱い、及び域内で提供される商業サービスを利用するよう努めるものとする。 

(大企業者の役割) 

第 6 条 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員と

しての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるも

のとする。 

2 大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理

解し、基本理念に基づく市の施策に協力するよう努めるものとする。 

3 大企業者は、域内において生産され、製造され、又は加工される産品を取り扱い、

及び域内で提供される商業サービスを利用するよう努めるものとする。 

(市民の役割) 



第 7 条 市民は、中小企業の振興が地域経済の振興並びに市民生活の維持及び向

上に重要な影響をもたらすこと並びに多様な分野における地元の産品や商業サー

ビスの地元消費が地域経済、地域環境及び地域教育などに裾野の広い波及効果を

持つことを理解するよう努めるものとする。 

2 市民は、消費者として、域内において生産され、製造され、又は加工される産品

及び域内で提供される商業サービスを利用するよう努めるものとする。 

3 市民は、中小企業を育てる視点に立って、中小企業の経営や社会貢献に関心を持

つよう努めるものとする。 

(基本的施策) 

第 8 条 市が行うべき中小企業に関する基本的施策は、次のとおりとする。 

(1) 第 5 条の役割を担う中小企業者等の支援を図ること。 

(2) 中小企業者等に対する融資等の支援制度を整備すること。 

(3) 基本理念の啓発を図ること。 

(4) その他基本理念の実現に資する措置を講ずること。 

(地域経済円卓会議) 

第 9 条 市は、中小企業者等、学識経験者、消費者、市民活動団体その他の多様

な構成員により、基本理念の達成に資する研究を行うため、地域経済円卓会議を

設置する。 

2 地域経済円卓会議において立案される実効性ある施策に対し、前項の構成員及び

各経済主体は協働してその実現に向けて取り組むものとする。 

(委任) 

第 10 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

(検討) 

2 市長は、この条例の施行後 3 年を経過した場合において、中小企業をめぐる情勢

の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

 


